
「私たちは何を継続すべきなのでしょうか？」
「私たちは何をやめるべきでしょうか？」
「何を創造的に再想像する必要があるのでしょう
か？」

これは、2021年にユネスコが発行した2050年
の教育のあり方を示した報告書『私たちの未来を
共に再想像する：教育のための新たな社会契約
（以下「教育の未来」報告書）』で投げかけられ
た問いです。

まもなく期限を迎えるSDGs後の2030年以降の
社会・世界や、教育、私たちはどうあるべきで
しょうか？子どもたちの未来を扱う教員も生徒も
それぞれ学び続けていきながら、あるべき未来像
から逆算して教育活動に関わっていく視点が必要
です。

「教育の未来」報告書が扱っている2050年は、
これを読んでいるみなさんの児童生徒の皆さんが
責任世代になっている頃の時代をイメージしてい
ます。

デジタル化の推進により学びや仕事の幅や機会が
増えることといったポジティブな内容だけではな
く、世界にある不平等への対策、気候変動・危機
への対応、民主主義の後退、デジタル格差、ジェ
ンダー不平等といったリスクが増大する予想もさ
れています。それらのリスクを軽減し、可能性を
高めていくための教授法の再想像、多様性や多元
主義を大切にしていくための、協調や団結を促す
教授法、分断、不正義、またはそれによる傷を癒
すべく共感や感情を扱うことの重要性などが提示
されています。

この報告書の発行に関わった青柳正規東京大学名
誉教授は、報告書が発行される前、「教育の未来
に関する考察」（文部科学省, 2020）で以下の
ような視点を共有しています。
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2050年の教育 1. 世界はどこに向かうのか
AIをはじめとする急速な技術革新や
グローバル化によるメリットだけで
はなく、孤立や対立といった社会的
分断が生み出されかねないことや物
事が細分化されることによって全体
最適が見失われる恐れがある。

2. 私たちはどんな存在となることを目指す
べきか
一人一人が主体的に、絶対解のない
問いに関して対話を重ねて深く思考
し、試行錯誤を重ね改善していくこ
と。新しいことや人との出会いを楽
しんだり、曖昧な状況に耐えたりで
きる力の獲得につながる。

3. 今後の学校や教員はどうあるべきか
学習者の目線で学校や教員の役割を
再構築する必要がある。新しい時代
の要請を踏まえた基礎教育やリテラ
シーの再定義が必要である。読み書
きそろばんにとどまらず、社会・情
動が重視されるだろう。様々な考え
を異にする者たちが集まる学校だか
らこそ、協調しコミュニティを形成
したり、同じ経験の共有により他者
への理解を深める過程を経験するこ
とができる。
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コロナ禍、そして終わらない各地での紛争は、
これまで前進していた発展を後退させる状況にな
りました。日本ではGIGAスクールの推進などで
ハイテクかローテクかの議論をしていた一方で、
先進国を除く世界では「ノーテク」の人たちがさ
らに取り残されてしまっていました。

そのため、機会の格差を埋める「公正な教育」を
どのように実現するのか。この「教育の未来」に
ついての報告書は、こうした社会的背景を踏まえ、
今後の教育の指針となるべく作成された非常に影
響力のある報告書です。



この報告書が発行された後の2022年に、教育を
変革するために政治を巻き込んだ形で「教育の変
革サミット」が開催されました。グテレス国連事
務総長はじめ各国の首脳が集まった場で、教育の
変革にコミットする旨の宣言が出され、各国で更
なる推進をすることとなりました。

更に、2023年11月には、「平和と人権、持続可
能な開発のための教育に関するユネスコ勧告」が
ユネスコ総会で全会一致で採択されました。この
勧告は、今の国際理解教育、SDGsや環境教育が
推進される原点の一つである1974年ユネスコ勧
告の内容を更新した非常に重要な位置付けのもの
です。これから日本を含めた各国はこの勧告の内
容をどのように教育に盛り込むか議論が始まると
ころです。

この勧告が示す内容の一部を見てみましょう。ま
ず、この勧告は「平和は国際交渉を通じてだけで
はなく、教室や校庭、コミュニティや人生を通じ
て築かれるもの」という理念のもと、「恒久的な
平和と持続可能な開発をもたらすために教育がい
かに活用されるか、世界的基準となる唯一の手段
である」とされています。

正式な名称は『平和、人権、国際理解、協力、基
本的自由、グローバル・シチズンシップ、持続可
能な開発のための教育に関する勧告』で、筆者が
所属しているGiFTも実践しているESDやグロー
バル・シチズンシップ教育、そしてこれらの「変
容的教育（学習者の変容をもたらす教育）」とは
何か定義が示されました。この『平和』という理
想を掲げるだけではなく、変革的で質の高い教育
を実現するための14の指導原則が示されました。
（図１▼）

進んでいく教育の改⾰
この指導原則に加え、教育は変容をもたらすも
のではなければいけないとし、知識、スキル、
価値観、態度、ふるまい・行動に関する
12の学習目標も提示されています（図２▼）。

例）
・規範や慣習を批判的に問う力

・変化の担い手としてこれから起こりうる将
来の機会や脅威を見通す力

・自身の価値観や感情を扱う自己認識、他者
とのつながりや地球への帰属意識

・リスクや不明瞭なことに立ち向かいながら
社会の課題に向け主体的に行動する意欲や自
信（エージェンシーやレジリエンス）

・デジタル社会の中で社会や市民の活動に責
任を持って倫理的に参画する能力 など

「主体的、対話的で深い学び」がなぜ必要
なのか、この学習目標や14の指導原則を照ら
し合わせてみるとその意味を実感できるので
はないでしょうか。どのような視点を涵養し
どのような能力を育成していくのかを意識し
て学習活動を実施すること。そうすることで、
他者と、地球と共に生きる意識や視点を育て、
平和で持続可能な社会の創り手として行動で
きるように変容をもたらすことができるので
はないでしょうか。

図1,2: UNESCO Recommendation on Education for 
Peace, Human Rights and Sustainable Development
An explainerよりGiFT仮訳

2


